
 

 

医療法第１６条の８の規定に基づく専門研修に関する協議について 

 

 

◯ （社）日本専門医機構が、①専門医制度整備指針の改訂、②サブスペシャリティ領

域専門研修細則の策定 にあたり、医師法に基づく意見照会をしたもの。 

 

 

＜ 医師法 ＞ 

第１６条の８ 医学医術に関する学術団体その他の厚生労働省令で定める団体は、医師

の研修に関する計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大

臣の意見を聴かなければならない。 

２ 厚生労働大臣は、前項の団体を定める厚生労働省令の制定又は改廃の立案をしよう

とするときは、医道審議会の意見を聴かなければならない。 

３ 厚生労働大臣は、第一項の規定により意見を述べるときは、あらかじめ、関係都道

府県知事の意見を聴かなければならない。 

４ 都道府県知事は、前項の規定により意見を述べるときは、あらかじめ、医療法第三

十条の二十三第一項に規定する地域医療対策協議会の意見を聴かなければならない。 

５ 第一項の厚生労働省令で定める団体は、同項の規定により厚生労働大臣の意見を聴

いたときは、同項に規定する医師の研修に関する計画の内容に当該意見を反映させ

るよう努めなければならない。 

 

 

 

◯ 本協議会の対応（案） 

 

  県内の専門研修基幹病院に意見照会した結果、全ての基幹病院から「意見等なし」

と回答があったことから、本協議会としても「意見等なし」として回答することと

したい。 

 

 

 

 

 

資料３－１  





























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 







 

 

 

























 












